
               第 2 行政評価・監視結果 

 

1 土砂災害対策の現状 

調査の結果 説明図表番号 

（近年における土砂災害の状況） 

我が国は、国土の約 7割を山地・丘陵地が占め、地質的にも脆弱なため、梅雨期の集

中豪雨や、台風に伴う豪雨等により、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべりを原因とす

る土砂災害が全国各地で発生している。平成 18 年から 27 年までの 10 年間では、年平

均約 1,000件の土砂災害が発生しており、26年 8月の広島市での土砂災害（以下「広島

土砂災害」という。）においては 74人の死者が発生するなど、甚大な被害が発生してい

る。 

平成 27 年の土砂災害は 788 件と比較的少ない一方で、28 年については 8 月末までの

土砂災害が 1,121件となっており、これは同年 4月に発生した熊本地震や同年 8月の台

風第 10号による土砂災害が多数発生したことによると考えられる。 

 

（土砂災害対策のこれまでの取組） 

土砂災害対策の推進に当たっては、土砂災害対策施設の整備によるハード対策ととも

に、土砂災害のおそれのある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開

発行為の制限等のソフト対策を実施することも重要である。これらのソフト対策を推進

するため、平成 11年に広島県で発生した土砂災害（死者 24人）を背景として、土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号。

以下「土砂災害防止法」という。）が制定され、土砂災害のおそれのある土地に関する

地形、地質等の状況や土地の利用状況等について調査する基礎調査の実施、土砂災害が

発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域

である土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）及び警戒区域のうち、土砂災害

が発生した場合に建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるお

それがある区域である土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）の指定、

警戒区域における警戒避難体制の整備等が推進されてきた。 

しかし、平成 26 年 8 月の広島土砂災害においては、基礎調査や警戒区域等（警戒区

域及び特別警戒区域。以下同じ。）の指定が行われていない地域が多く、住民に土砂災

害の危険性が十分に伝わっていなかったこと、避難勧告等（避難準備情報、避難勧告及

び避難指示。以下同じ。）の発令が災害発生後となってしまったこと、避難場所が危険

な区域内に存在するなど、土砂災害からの避難体制が不十分な場合があったことなどの

課題が「総合的な土砂災害対策の推進について（報告）」（平成 27 年 6 月中央防災会議

防災対策実行会議総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループ）により指摘されてい

る。広島土砂災害等を踏まえ、平成 26 年 11 月に土砂災害防止法が改正（平成 27 年 1

月に施行）され、基礎調査結果の公表や、市町村地域防災計画への避難場所、避難経路
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等の明示などが新たに定められた。 

土砂災害防止法第 3条では、土砂災害防止対策の推進に関する基本的な取組について

定めた土砂災害防止対策基本指針（平成 27年国土交通省告示第 35号。以下「基本指針」

という。）を国土交通大臣が定めることとされている。基本指針においては、行政は土

砂災害のおそれのある土地の区域等に関する情報などを、正確性に配慮しつつ、積極的

に提供することにより、地域や個人が土砂災害に適切に対応できるよう、最大限の「知

らせる努力」をすることが求められるとされている。また、住民は、行政が提供する土

砂災害警戒情報（市町村における避難勧告等の発令の判断を支援するため、都道府県と

地方気象台等が共同で発表する情報）などの情報を日頃から十分に把握するよう努める

などの「知る努力」を惜しまないことが重要であるとされ、行政の「知らせる努力」と

住民の「知る努力」とが相乗的に働く社会システムを構築していくことを、土砂災害の

防止のための対策に関する基本理念とするとされている。 

平成 26年 11月の土砂災害防止法の改正などを踏まえて、市町村による警戒避難体制

の整備を支援するため国土交通省が策定した「土砂災害警戒避難ガイドライン」（平成

19 年 4 月国土交通省砂防部。以下「警戒避難ガイドライン」という。）についても 27

年 4 月に改訂が行われた。警戒避難ガイドラインにおいては、土砂災害の危険性の周知、

避難勧告等の発令、安全な避難場所・避難経路の確保などについてまとめられている。 

 

（基礎調査及び警戒区域等の指定状況の概況） 

土砂災害防止法では、①都道府県が基礎調査を実施し、②基礎調査の結果に基づき、

都道府県が警戒区域等を指定（区域指定）し、③警戒区域においては警戒避難体制の整

備、特別警戒区域においては一定の開発行為の制限、建築物の構造規制等を行う仕組み

となっている。このため、基礎調査は、当該地区におけるその後の土砂災害防止対策を

左右する重要な手続となっており、警戒避難体制の整備等を推進するためには、まず、

基礎調査及び警戒区域等の指定を迅速に行う必要がある。 

また、基本指針では、都道府県は、おおむね 5年程度で土砂災害のおそれのある箇所

（警戒区域、特別警戒区域及び土砂災害危険箇所。以下同じ。）全てについて一通り基

礎調査を完了させることを目標とすることとされている。これを踏まえ、各都道府県で

は、基礎調査の完了予定年度の目標を設定しており、平成 31 年度末までに全ての都道

府県で一巡目の基礎調査が完了する予定となっている。平成 29 年 1 月末時点では、全

国で警戒区域は約 47 万か所、うち特別警戒区域は約 31万か所が指定されている。 

  

（警戒避難体制の整備の概況） 

土砂災害防止法では、市町村は、警戒区域の指定があったときは、①情報の収集・伝

達、避難場所・避難経路、避難訓練の実施に関する事項、警戒区域内の要配慮者利用施

設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用す

る施設）の名称及び所在地を市町村地域防災計画に定めること、②警戒区域等を表示し

た図面に避難場所等を記載したハザードマップの配布等を行うこととされており、これ
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らにより警戒避難体制の整備を図ることとされている。 

また、基本指針や警戒避難ガイドラインでは、警戒避難体制の整備に関し、①市町村

は、基礎調査が未実施の地域においても、国土交通省において、土砂災害防止法が施行

される以前から一定の期間の間隔を置いて都道府県に調査依頼を行って把握していた

土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険箇所等、土石流危険渓流等及び地すべり危険箇所。

これらの地形要件は土砂災害防止法における警戒区域の地形要件に類似）の周知徹底を

行うなど、土砂災害の危険性を住民等に十分周知すること、②市町村は、土砂災害警戒

情報が発表された場合、直ちに避難勧告等を発令することを基本とし、避難勧告等を発

令する区域の単位をあらかじめ設定しておくこと、③市町村は、避難場所については、

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく指定緊急避難場所その他の土砂災

害に対する安全性が確保された避難場所とし、警戒区域外で選定することが基本となる

などとされている。 

特に、避難勧告等については、災害対策基本法を所管する内閣府において、各市町村

が避難勧告等の発令基準等を検討するに当たって最低限考えておくべき事項を示した

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成 17年 3月内閣府）が平

成 27 年 8 月に改定され、避難準備情報の段階から住民が自発的に避難を開始すること

を推奨するなどの点が変更された。また、平成 28年 8月の台風第 10号の発生に伴う災

害等を受けて、更に検討が加えられ、29 年 1月に同ガイドラインの名称を「避難勧告等

に関するガイドライン」（平成 17 年 3月内閣府。以下「避難勧告ガイドライン」という。）

に変更し、避難情報の名称についても「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開

始」に、「避難指示」を「避難指示（緊急）」に変更するなどの措置が図られた（注）。 

（注）本報告書では、調査時点において避難情報の名称は変更されていなかったため、基本的に変

更前の名称で記載している。 
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表 1－① 土砂災害発生状況                            （単位：件） 

年 
土砂災害発生件数    

 土石流等 地すべり がけ崩れ 

平成 18年 1,441 169 215 1,057 

19 年 966 129 162 675 

20 年 695 154 89 452 

21 年 1,058 149 106 803 

22 年 1,128 234 127 767 

23 年 1,422 419 222 781 

24 年 837 256 76 505 

25 年 941 262  89 590 

26 年 1,184 338 77 769 

27 年 788 145 44 599 

平 均 1,046 226 121 700 

平成 28年（注 3） 1,121 307 36 778 

（注） 1 国土交通省「平成 27 年の土砂災害」等に基づき、当省が作成した。 

2 「平均」欄は、平成 18年から 27年までの平均値であり、四捨五入により表記しているため、

土砂災害発生件数と土石流等、地すべり及びがけ崩れの件数が合致しない。 

3 平成 28年の土砂災害発生件数は、同年 8月 31日時点の件数である。 

 

表 1－② 平成 26年広島土砂災害の概要 

 

（注） 国土交通省の資料による。 
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表 1－③ 平成 28年に発生した熊本地震及び台風第 10号に伴う土砂災害発生状況 

○ 熊本地震（平成 28年 4月） 
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○ 台風第 10号（平成 28 年 8月） 

 

（注） 国土交通省の資料（熊本地震は平成 28 年 9 月 14 日時点、台風第 10 号は同年 9 月 28 日時点の

もの）による。 
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表 1－④ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）

の概要 
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表 1－⑤ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57 号） 

  ＜抜粋＞ 

（目的）  

第 1 条 この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれが

ある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災

害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関す

る所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供す

ること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資すること

を目的とする。 

 

 （土砂災害防止対策基本指針） 

第 3 条 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針（以下「基本指針」

という。）を定めなければならない。 

2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項 

二 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項 

三 第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別

警戒区域の指定について指針となるべき事項 

四 第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災

害の防止のための対策に関し指針となるべき事項 

五 第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通

知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項 

六 第二十八条第一項及び第二十九条第一項の緊急調査の実施並びに第三十一条第一項の規定による

土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項 

3 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議

するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。 

4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。 

 

（注） 国土交通省の資料による。 
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表 1－⑥ 総合的な土砂災害対策の推進について（報告）（平成 27年 6月中央防災会議防災対策実行会議 

  総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループ）＜抜粋＞ 

Ⅰ 我が国の土砂災害の現状 

3.広島土砂災害の概要 

 （略） 

これは単独の水災害としては昭和 58 年の島根災害（人的被害 107名）以降最大の人的被害であり、一

度の降雨で、かつ単独の市町村で発生した水災害としては、昭和 57年の長崎災害（長崎市内だけでも人

的被害 262名）以降最大の人的被害であった。様々な要因が複合的に絡み合って甚大な被害となったが、

大まかに整理すると次のようなことが挙げられる。 

① 平成 11年の広島県における大規模な土砂災害による被害を踏まえ、広島県は土砂災害危険箇所をハ

ザードマップとして公表した。しかし、この土砂災害を踏まえて制定された土砂災害防止法による土

砂災害警戒区域等の指定については、平成 26年の被災時点においてはまだ完了していなかった。その

ため、今回被災した地域の一部では、なお、土砂災害の危険があるという認識を持てていなかった可

能性がある。今回の被災地には防災訓練等を活発に実施していた地区も含まれている等、土砂災害の

リスクを認識していなかったわけではないが、平成 11年以後に新たに住み始めた住民も存在し、地域

の災害リスクと比較すると充分ではなかった可能性がある。 

② 土砂災害に適さない避難所に自主避難した住民 1 名が被災し亡くなっている。また、発災直後にお

ける救助活動中に消防職員 1名が二次災害により亡くなっている。 

⑤ 被災当時の経緯を時系列で追うと次のようになる（表 3）。 

 

表 3 避難勧告の発令に至るまでの経緯 

 被災地区（安佐南区の安佐北区）の状況、防災情報、避難勧告等 

8月 19日 

16:03 
大雨・洪水注意報の発表 

 （略） 

8月 20日 

0時過ぎ 
新たな線状降水帯の発生・停滞 

               （略） 

03:21 
土砂災害の発生の確認（住民からの最初の通報） 

（土砂災害の発生は 3時頃からと考えられる） 

03:30 広島市災害対策本部の設置 

03:55 

避難勧告発令の決定（安佐北区、安佐南区） 

以後、勧告の対象区域、開設する避難所の決定、避難所を開設するための施設管理

者や自主防災会会長等への連絡、派遣する職員の手配等の実施 

04:15 避難勧告発令（安佐北区） 

04:30 避難勧告発令（安佐南区） 

 
 

（注） 下線は当省が付した。  
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表 1－⑦ 土砂災害防止法の改正概要 

 

（注） 国土交通省の資料による。 
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表 1－⑧ 土砂災害防止対策基本指針（平成 27年国土交通省告示第 35号）＜抜粋＞ 

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき行われる土砂災害の防

止のための対策に関する基本的な事項 

1 土砂災害防止対策基本指針の位置付け 

  （略） 

土砂災害防止対策基本指針は、法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策の推進に関する

基本的な方向を示すものである。 

（略） 

2 行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」とが相乗的に働く社会システムの構築 
したがって、今後、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するためには、行政は、過去の土砂

災害の実態や土砂災害のおそれがある土地の区域等に関する情報を、その内容に正確を期するよう

配慮しつつ、積極的に提供することにより、地域や個人が土砂災害に適切に対応できるよう、最大

限の「知らせる努力」をすることが求められる。 
加えて、降雨による土砂災害に対しては、気象庁や都道府県ができるだけ早い段階から、雨量の

予測や、地盤の水の含み具合をはじめとするきめ細かな情報を提供するとともに、都道府県知事は、

土砂災害の急迫した危険が予想される場合、避難勧告等の判断に資する土砂災害警戒情報を気象庁

と共同で発表し、市町村長による的確な避難勧告等の発令や住民等の的確な避難行動に結びつける

ことが求められる。 
一方、住民は、行政が提供するこのような情報を日頃から十分に把握するよう努めるとともに、

それらの情報の内容や意味、前述した土砂災害の特質及びその前兆等に関する知識を得るための「知

る努力」を惜しまないことが重要である。そして、一人一人のかけがえのない生命及び身体を守る

ため、各人も土砂災害への備えを自主的に行い、適時・適切な避難行動をとるなど、的確な判断及

び行動が求められる。特に、身近に高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者がいる場合は、避難支援

等共助に努めることが必要である。 
これらのことから、行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」とが相乗的に働く社会システ

ムを構築していくことを、土砂災害の防止のための対策に関する基本理念とする。 
 

二 法第 4条第 1項の基礎調査の実施について指針となるべき事項 

1 基礎調査の計画的かつ迅速な実施 

基礎調査は、法に基づく土砂災害の防止のための対策を講ずるに当たって不可欠な調査であり、

各都道府県は、おおむね 5 年程度で基礎調査を完了（当該都道府県内における土砂災害のおそれが

ある箇所全てについて一通り基礎調査を実施することをいう。）させることを目標として、完了予定

年も含めた実施目標を速やかに設定する。そして、国は、都道府県が目標を達成できるよう、財政

面、技術面などの支援を行うものとする。 

 

四 法第 9 条第 1 項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき行われる土砂災害の防

止のための対策に関し指針となるべき事項 

1 法第 8条第 1項及び第 2項の市町村地域防災計画に関する事項 
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(2) 避難場所・避難経路 

避難場所については、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 49 条の 4 第 1 項に規定す

る指定緊急避難場所その他の土砂災害に対する安全性が確保された避難場所とし、土砂災害警戒

区域外で避難場所を選定することが基本となる。ただし、各地域によって、予想される災害形態

や土砂災害のおそれがある区域の範囲など状況は様々であり、例えば土砂災害警戒区域外に適切

な避難場所がない場合、最寄りのマンションやビルの所有者等の理解を得て避難場所として協定

等を結ぶことも有効であり、地域の実情に応じて適切に対応することが望ましい。 

避難経路についても、土砂災害に対する安全性を確認し、適切な避難路等を選定するものとす

る。この際、全ての避難経路をあらかじめ選定することは困難な場合も多いことから、土砂災害

の危険性があるなどにより、避難経路として適さない区間を明示することや、土石流等のおそれ

がある区域から避難する際の避難方向を示すなど、地域の実情に応じて適切に対応することが望

ましい。 

 

五 法第 27条第 1項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及

び周知のための必要な措置について指針となるべき事項 

4 土砂災害警戒情報に基づく的確な避難勧告等の命令 

土砂災害は、命の危険を脅かすことが多い災害であることから、避難行動をできるだけ早く行う

ことが必要である。土砂災害警戒情報は、土砂災害からの避難にとって極めて重要な情報であり、

土砂災害警戒情報が発表された場合は、市町村長は直ちに避難勧告等を発令することを基本とする。 

（略） 

また、市町村においては、避難勧告等を発令する区域の単位をあらかじめ決めておき、国及び都

道府県から提供されるメッシュ情報等を踏まえ、危険度が高まっている区域に対し的確に避難勧告

等を発令することが望ましい。 

 

（注） 下線は当省が付した。 
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表 1－⑨ 土砂災害警戒避難ガイドライン（平成 19年 4月国土交通省砂防部）の改訂概要 

 

（注） 国土交通省の資料による。 
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表 1－⑩ 基礎調査の実施概況（平成 28 年 3月 31日時点） 

 

（注） 国土交通省の資料による。  
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表 1－⑪ 区域指定の実施状況（平成 29 年 1月 31日時点） 

 

 

（注） 国土交通省の資料による。  
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表 1－⑫ 避難勧告等に関するガイドライン（平成 17年 3月内閣府）の改定概要＜抜粋＞ 

 

（注） 内閣府の資料による。 
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